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板橋区版包括的な相談支援体制のイメージ図
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8050問題・・・

日常生活圏域でのネットワークを構築

社会福祉協議会

※１ 支援調整会議では、関係課により、複合的な課題を共有化し、支援方針を策定するなど相談機関の

後方支援を行う。

※２ モニタリング会議では、業務内容の評価・分析を行い、業務改善を図る。

モニタリング会議（年3回）※2
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地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができる環境整備

地域包括支援センター

地域センター など

相談 支援 連絡・調整 連携

困難事例の集約や事業の進捗報告などを受ける。

関係部署からなる会議体の開催を依頼する。

子ども分野

・子育て世代包括支援

センター（健康福祉セ

ンター）

・（仮称）子ども家庭

総合支援センター

・教育支援センター

生活困窮者分野

・福祉事務所総合相談

・生活困窮者自立機関

（いたばし生活仕事サ

ポートセンター）

など

障がい分野

・障がい者基幹相談支

援センター（障がい者

福祉センター）

・発達障がい支援セン

ター

・子ども発達支援セン

ター など

高齢分野

・地域包括支援セン

ター（おとしより相談

センター） など

その他

どの相談窓口においても属性を問わず幅広く受け止め、多機関の連携により適切な支援を行う。

ケース会議（随時）

相談先がわからないケースを適切な支援へつなぐなど

相談窓口

支援調整会議（月1回）※1

相談支援包括化推進員

地域福祉コーディネーター(CSW)


